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１．着想と経緯①
〇博士論文（佐藤 2021）：高度経済成長期の東京圏の民間貸家市場
①先行研究：居住部面から見れば福祉国家ではない（s6）

②反転：なぜ福祉国家的対応・手法（s5）がなくてもやってこれたのか？
（a）量的充足への貢献：短期間に大量の住宅供給
（b）土地の商品化に対する家賃の相対的自立…「相対的」低家賃
（c）借家関係への規範的拘束：近隣関係を組み込む形で「良好」な関係

③居住問題の二層的（くいつぶし型経営＋借家法）処理メカニズム
（a）機構内的処理：居住問題は、借家関係内部で処理、（b）困難な場合は
借家法が対応（＝広範な利害調整機能）
（b）公法的対応の阻止：借家人の組織化／家主の組織化→圧力団体→立
法化× 2



１．②現代の居住問題の理解のために
①SPSN研究会研究会でのコメント（菊地英明先生）
（a）戦時と戦後の関係性が明確でない、戦時体制の継続要因／戦後シ
ステムの形成要因（≠機能分析）に言及がない
（b）戦時体制（地代家賃統制令、借家法「正当事由」条項etc）の意識
←むしろ、居住問題の歴史的起源から考えるべきではないか？

②経路依存と現代的インプリケーション
（a）歴史的起源：居住問題＝都市労働者の居住問題という理解（s4）
（b）経路依存：「居住危機」への対応の諸類型（s7）
（c）現代：民間借家経営および家主の観点の欠落…改正住宅セーフ
ティネット法、住宅扶助、住居確保給付金、賃貸住宅管理業法etc
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参考1．居住問題の定義（原田 1985）

「元来、資本主義のもとでの住宅問題は、産業革命後の資本制工場生
産の急速な発展によって必然化された都市労働者階級の住宅問題(な
いしその生活過程の貧困化の問題)として登場してきたものであるが、こ
の問題のもつそのような性格は、現在でもなお基本的に存続している」
320
＊housingの多義性：住む＋住まわせる…本稿では住宅ではなく居住
を使用

「住宅問題は、第一義的には、都市の勤労者大衆とその家族にとっての
基本的な生活の場の確保の問題として現象する。しかも、その場合、住
宅をめぐる人間の要求自体がすでに多面的である結果、右の要請には、
住宅自体の物理的衛生的安全性の確保から、家族構成とその変動にみ
あった居住水準、住宅費負担の適正さ、労働の場との近接性、居住・生
活環境の快適さなどに至るまでの、質的に異なるさまざまな問題が当
然に伴っている」319 4



補論．国連「適切な居住の権利」の定義（UN 1991）

①借家権の法的保護
②サービス、物質、施設、インフラの利用可能性
③アフォーダビリティ
④居住可能性
⑤アクセシビリティ
⑥立地
⑦文化的適切さ
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２．理論と方法①コンテキスト
〇居住保障史の再検討
①戦間期への「不当な」低い評価？
（a）絶対主義（渡辺 1960）⇔「近代的」賃借権再検討（東海林 1985）
（b）前史に過ぎない（大本 1985）、住居法は部分的に研究（本間 1988）
⇔内務省は戦間期以降、継続的に検討（堀内 2021）

②福祉国家的対応＝公法的対応or給付中心というバイアス？
（a）最低居住水準（初期段階）を前提として、社会住宅（前半・量的不足期）
＋住宅手当（後半・質的不足期）を中心的手法
⇔日本の「遅れ」ではなく、居住危機への対応の「類型」として措定する試み
（b）政策研究という観点の不在…経路依存研究にならず？
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参考2．居住保障から見た福祉国家の評価
「この時期までのわが国住宅法制と住宅政策が，本章の序説でみたような”
福祉国家の住宅政策”たる論理や内容をもつものでなかったことは，もはや
多言を要すまい」（原田 1985: 394）

「総体として国民の福祉とは無関係な「住宅政策」という名の独占資本に奉
仕する経済政策の一環にしかすぎない．これは，福祉国家の住宅政策とは似
て非なるものである．歴史的に，そして今日も，わが国では福祉国家としての
住宅政策の名に値するものは存在しないといっても過言ではないであろう．
言葉を替えて言えば，わが国は，住宅政策の側面からみた場合，福祉国家と
は言えない」（大本 1985: 452）

「戦後の日本は，基本的人権の尊重と民主主義国家を標榜する新憲法のも
と，さまざまな分野で曲がりなりにも最低生活保障の確立に努めてきた．だ
が住居に関しては，憲法25条の理念も法制度もまったく存在しない．住宅政
策は自助主義・持家主義・戸数主義・経済政策の手段等に明らかに偏ってき
た」（早川 1996: ⅱ） 7



２．理論と方法②居住危機と居住保障
〇居住危機とその対応
①19世紀は民間家主にとっての「黄金時代」（Crook&Kemp 2011）

②19世紀末からのprivate landlordismの危機（Lowe 2011: ch2）
→居住保障政策の第一歩…最低居住水準、スラムクリアランスetc
⇔家主にとっての利益減少：対応の分岐＝居住保障政策の諸類型
（a）イギリス：小規模家主は市場から離脱／他の投資先へ
（b）ドイツ：身分制議会の「残滓」により大土地所有者が組織的に存在

③第一次大戦以後の萌芽的大衆化
→共通点としての家賃規制、立ち退き規制⇔供給不足
（a）家主は二大政党に利害を反映できず→council housing
（b）家主＋労働組合、共済組合、住宅協同組合への間接助成
→Sozialwohnung 8



２．理論と方法③日本的偏差？
＊日本も公営住宅は法制化⇔少ない供給数、戦後へのストックの継承
〇調停法体制（武田 2017）

①1900年体制（政友会、治安警察法）の動揺（井上清）
→第一次大戦後の「社会問題」、社会運動の高揚への対応
←労働組合法、小作法は成立せず⇔事実上の容認＋調停法

②普通選挙＋治安維持法＋調停法という重層的再編
（a）官僚：内務省を中心とした政党政治容認（渡辺 1982）
（b）（二大）政党：憲政会（普選重視）・政友会（治安重視）（松尾 1989）
（c）労組：治警法17条撤廃＋大企業に労組組織化＋労働者階層化
⇔調停：周辺層の利害に対し、正式な法権利は認めない、紛争処理
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参考3．関連年表
公益住宅（1919年）
借家法（1920年制定）
借地借家調停法(1921年制定)
住宅組合法（1921年発布）
小作調停法(1924年制定)
同潤会成立（1924年）
普通選挙制度（1925年制定）
治安維持法（1925年制定）
治安警察法17条＋労働争議調停法(1926年制定)
→労働組合法は戦前では成立せず
治安警察法、内務省通達による労働組合・小作権の事実上の容認
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3．長期的課題

〇戦間期の居住保障政策はいかなる特徴を持っているか？
RQ1：戦間期における居住保障政策の類型として民間借家制度を
措定できる
→イギリスが公営住宅、ドイツが社会住宅、日本が（制度化された）
民間借家
RQ2：調停法体制における借家調停法の特質は何か
→小作調停法、労働調停法に比して借家調停法は実効的といえる
RQ3：借家調停法の特質は借家関係によって規定されているので
はないか
→借家人運動、家主運動は他の運動ほど
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4．居住問題への政策的対応①借家法
〇借家法（1920年成立）
（a）第一次大戦後の戦後不況
• 家賃高騰→借家人運動の高揚→争点としての家賃
（b）強い反対論
• 東京土地建物管理人組合：家賃は、家主の意思をはなれ、差配人(管理人)

の意思で高い値に決定（渡辺 1960: 300）
（c）階級的利害の交錯
• 主たる借家人運動の担い手は居住用借家世帯
• 帝国議会内の担い手は営業用借家を想定
（c）不十分な内容
＊対抗力、解約申入期間の延長、造作買取請求権
→家賃、敷金・礼金に対する実質的規制なし 12



4．②借家調停法
〇借地借家調停法（1921年成立）の経緯（茶谷 1933; 高橋 2004）
（a）司法省はヨーロッパの労働裁判所、仲裁裁判所、家庭審判所を検討
→臨時法制審議会（1919年7月）：訴訟手続以外による家事紛争処理制度
の構想
…借地借家・小作・労働の三つの関係をも包括する裁判外紛争解決手続

（b）結果的には、先に借地借家調停法のみ成立
→争議が発生した際の事後的処理として、双方の「情誼」「道徳」を強調し、
「一般世事ニ経験ノアル人達」の尽力によって解決を図ろうとする（審議の際
の政府委員発言）
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4．②借地借家調停法
〇渡辺洋三による調停理解（渡辺 1960）
①借家法改正の反対と調停政策の推進の同時的展開
→実体法上の権利を与えず、無権利を前提としたうえで相互譲歩の名におい
て恩恵的に利益を与えるというやり方
…小作調停、労働調停など他のあらゆる調停を貫く根本的性格

②調停の枠内での「絶対的／前近代的」vs「近代的」という対立図式
（a）権利関係に関する紛争は訴訟に／関係しない他の種の紛争を調停に
（b）権利関係に関する紛争を、人間関係＝人情関係として処理する
→（当時の講座派的な）調停＝前近代テーゼの再検討の必要
…林真貴子らによる調停研究＆司法統計による再検討
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5．①借家関係
＊借家関係の先行研究は主として借家人運動
①まず昭和恐慌期の時期が取り上げられる（奥田 1961）
→無産政党による指導の下、激化するが、住宅問題への対応が不明確に

②次に1920年代の借家人運動が取り上げられる（成田 1981）
→家主との対決、借家人への法律的知識、住宅の質という観点の提起
⇔無産者と旧中間層の運動が未連携が大正デモクラシー崩壊に帰結
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5．②支配と運動の統合的理解（松下 1987）
①米騒動への対応として大阪府は方面委員創設
→地域有力者の周辺に土着商工業者を結集させることで地域支配の担い手
を安定的に再編する志向

②借家人の不満に対し、借家人同盟と調停（法定調停、事実調停）とが競合
（a）調停委員：小作争議、労働争議に比して地域の有力者の調停能力に依
拠
（b）対立図式：生存権による借家人の権利擁護と温情主義による不満吸
収・取り込み
（c）重層構造：調停制度の活用は商工業者が中心／方面委員による事実調
停は借家人が中心
（d）普選との関係：無産政党の進出と並行して、ほぼ同数の方面委員が既
成政党から当選
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6．いったんの総括①
〇現時点での総括
• 戦間期の居住保障政策（構想）は、絶対主義でもなければ前史でもないの

ではないか
• 近代名望家社会から大衆民主主義社会（の萌芽）への移行における居住

保障の類型化
→イギリスは公営住宅、ドイツは社会住宅、日本は借家法・調停法
• 前2者は経路依存、日本は（善導思想を底流としつつ）戦時体制との断絶
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6．②福祉国家研究への接続
①背景としての国家構想
（a）1910年代以降、内務省の国家構想（安田、渡辺）と司法省の国家構想
（三谷太一郎）が対立的に捉えられることがあるが、両者ともに折衷・挫折を
余儀なくされると同時に、1920年代半ば以降に構想そのものが変化？
→司法省の国家構想において調停がどう位置付けられるのか
（b）地方の実践と中央政府との相互関係

②経路依存の観点
＊伝統の制度化（英・独）…housing association／Sozialwohnung
（a）社会事業法（1938年）⇔social landlordの未成立
（b）家主そのものの組織化の未成立？
→「住宅と福祉の連携」の前提としての「住宅」と「福祉」カテゴリの生成 18



6．③福祉国家観へのインプリケーション
〇福祉国家観への示唆？
①福祉国家＝社会保険＋生活保護という理解（田多英範）

②近代名望家社会から大衆民主主義社会への移行における福祉国家「体
制」の段階化
（a）財産所有者活用の「制度化」…
特定郵便局、方面委員→民生委員＋世帯更生資金、民間家主etc
町内会、消防団、PTA…戦後民主主義による階層的下降・市民による非公務
的公共参画の仕組みの定着

（b）福祉国家化の萌芽から本格化への過渡期性の重要性
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